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The purpose of this study is to clarify the trends in policy directions for areas and routes where "HOKOMICHI" designated roads are 
located. We will extract relevant policy directions from area plans through literature review and conduct an analysis using the KJ 
method. It is anticipated that there will be a demand for mechanisms that attract large crowds, as well as for pedestrian spaces that are 
comfortable and inviting for walking.  
 
１-１.研究の背景及び目的 

近年，道路の多様なニーズに応えるため，公民連携

による道路空間活用が活発化している［1］．これに対応

して，道路占用許可に関わる制度の改定等が行われ，

2020 年に国土交通省により歩行者利便増進道路制度

（以下，ほこみち）が創設された［2］．2024 年３月末時

点では139路線がほこみちの指定がある［3］．  
ほこみち指定おいて，民間発意の場合は，道路管理

者，交通管理者，その他関係者との合意形成の際に，

根拠とする行政計画やエリアビジョン注 1)に記載があ

る政策方針を提示することが望まれる［4］． 
本研究の問題意識として，民間発意のほこみち指定

の際に，根拠となる行政計画やエリアビジョン，政策

方針が整理されていないため，ほこみち指定に向けた

円滑な合意形成につながらない懸念がある．  
本研究の目的は，ほこみち指定路線が位置するエリ

ア及び路線における政策方針の傾向を明らかにする． 
１-２.研究方法及び研究対象 

 ほこみち指定路線のある自治体の HP，エリアマネジ

メント団体の HP を参照し，ほこみち指定路線のある

エリア及び路線における「エリア計画」注 2)の政策方針

（Figure１）の有無を把握する．政策方針を KJ 法を用

いて項目別に分類し，ほこみち指定路線のあるエリア

及び路線における「エリア計画」の政策方針の傾向を

明らかにする． 

 
Figure１. 政策方針の概念図 

 
本研究では，都市計画マスタープラン（以下，都市

マス），立地適正化計画（以下，立適計画），中心市街

地活性化基本計画（以下，中活計画），都市再生整備計

画（以下，整備計画），エリアビジョンを「エリア計画」

と定義する． 
研究対象は，ほこみち指定路線の139路線(2024 年３

月末時点)とする．  
 

２. ほこみち指定路線における「エリア計画」及び

政策方針の傾向 

２-１. ほこみち指定路線における「エリア計画」の

傾向 

ほこみち指定路線における各「エリア計画」を「政

策方針があるほこみち指定路線」，「エリア及び路線」，

「エリアのみ」，「路線のみ」，「なし」に整理した． 

「エリア計画」において，政策方針があるほこみち

指定路線数は，都市マスが114/139 路線（82.0%）と最

も多く，次いで立適計画が98/139 路線（70.5%）であ

る（Figure２）．ほこみち指定路線において，上位計画

である都市マス及び立適計画に政策方針の記載が多い

ことから，ほこみち指定による道路空間活用を提案す

る際に揃えやすい根拠であると考えられる． 
政策方針があるほこみち指定路線のうち，路線の政

策方針があるほこみち指定路線において，都市マスは 

Figure２.「エリア計画」のほこみち指定路線数 

1：日大理工・学部・建築 2：日大理工・院（前）・建築 3：日大理工・教員・建築 
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48/113 路線（42.5％），エリアビジョンは17/24 路線 
（70.8％）である．立適計画，中活計画，整備計画に

おいては，路線の政策方針に該当するものは見られな

かった（Figure２）．エリアビジョンは，対象区域が絞

られるため，道路空間や公園等の公共施設に対する施

策や活用方法等の記載がある［5］．以上より，ほこみち

指定の根拠として路線の政策方針を用いる場合，エリ

アビジョンがある地域においては，路線の政策方針が

参照できると考えられる． 
２-２. ほこみち指定路線における政策方針の傾向 

「エリア計画」内に記載があるエリア及び路線の政

策方針を KJ法により項目別に分類した． 

エリアの政策方針は，都市マスにおいて「都心・中

心」が90/159 路線と最も多く，次いで「産業」が18/159

路線，「機能集積・複合」が14/159 路線である．エリ

アビジョンにおいては，「都心・中心」，「文化」及び「交

流」が5/19 路線と最も多く，次いで「ウォーカブル」

及び「賑わい」が1/19 路線である（Table１）.これは，

産業や都市機能の集約により，多くの人が集積するエ

リアに，ほこみちを指定することが要因だと考える．  
路線の政策方針は，都市マスにおいて「交通軸」が

33/57 路線と最も多く，次いで「賑わい軸」が 6/57 路

線，「ウォーカブル」が5/57 路線と多い．エリアビジ

ョンにおいては，「ウォーカブル」が11/24 路線と最も

多く，次いで「回遊軸」及び「交通軸」が4/24 路線，

「シンボル軸」3/24 路線と多い（Table１）．立適計画，

中活計画及び整備計画は，路線の政策方針はない．こ

のことから，路線の政策方針は，「賑わい軸」，「ウォー

カブル」，「回遊軸」，「シンボル軸」と快適な歩行環境

実現に向けた政策方針の傾向がある． 
 

３. まとめ 
 ほこみち指定路線の「エリア計画」及び政策方針の

傾向として以下が明らかになった． 
ほこみち指定の際に「エリア計画」を根拠とする際，

上位計画は対象エリアの広さや政策方針の多さから，

ほこみち指定における根拠を参照しやすい．一方，下

位計画はエリアが狭域であることから，焦点が絞られ

た政策方針を参照できると考える．また，都市機能の

の集約や快適な歩行環境に向けた政策方針は，ほこみ

ち指定路線の根拠として関連ある内容となり得ること

が考えられる． 
 
補注 

1) 本研究におけるエリアビジョンは，特定の地域において，ま

ちづくりの方向性が示された目標及び将来像．「未来エリア

ビジョン」「まちづくりガイドライン」なども総称して「エ
リアエリアビジョン」としている. 

2) 本研究では都市計画マスタープラン，立地適正化計画，中心

市街地活性化基本計画，都市再生整備計画，エリアビジョン
を「エリア計画」と定義する． 
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